
○国家公務員共済組合連合会が行う短期財政調整事業に係る国家公務員共済組合法施行規則の

特例について 

昭和５６年６月２０日 蔵計第１７４０号 

大蔵大臣から国家公務員共済組合連合会理事長あて通知 

 

標記のことについて､別紙のとおり制定したから通知する。 

(別紙) 

国家公務員共済組合連合会が行う短期財政調整事業に係る国家公務員共済組合法 

施行規則の特例について 

改正 昭和５６年 ６月２６日蔵計第１６８５号 

平成 元年１２月２７日 同 第２９３６号 

同 ３年 ３月２５日 同 第 ７７０号 

 

(短期財政調整事業に係る財務) 

第１条 国家公務員共済組合法(昭和３３年法律第１２８号｡以下｢法｣という。)附則第１４条の

３第１項の規定により国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員共済組合の短期給付

(法第５２条に規定する短期給付を除く｡)の掛金の不均衡を調整するための交付金(以下

「交付金」という｡)の交付の事業及び国家公務員共済組合の短期給付に係る事業のうち共

同して行う事業(以下｢短期財政調整事業｣という｡)に係る経理単位､事業計画の内容､勘定

区分､勘定科目その他の財務に関する事項については､国家公務員共済組合法施行規則(昭

和３３年大蔵省令第５４号｡以下「施行規則」という｡)に定めるもののほか､この規則の定

めるところによる｡ 

(経理単位) 

第２条 短期財政調整事業の経理単位は､短期財調経理とし､短期財政調整事業に関する取引を

経理するものとする｡ 

(事業計画の内容) 

第３条 事業計画には､短期財調経理における事業の種類､交付金の交付予定額及び預託金の現

況並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。 

(勘定区分及び勘定科目) 

第４条 短期財調経理においては､資産勘定､負債勘定､資本勘定､利益勘定及び損失勘定を設け､

取引の調整を行うものとする。 

２ 前項の各勘定に属する勘定科目は､別表による。 

３ 国家公務員共済組合連合会理事長(以下｢理事長｣という｡)は､経理上特に必要がある場合

には､前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる｡ 

(帳簿) 

第５条 短期財調経理においては､補助簿として､施行規則別紙様式第４号による補助簿のほか

別紙様式第１号による預託金台帳及び別紙様式第３号による特別拠出金収入台帳を備えな

ければならない｡ 

(決算附属明細表及び財務諸表附属明細表) 

第６条 短期財調経理においては､施行規則第６１条第１項に規定する決算附属明細表として､

施行規則別紙様式第７号による決算附属明細表のほか別紙様式第２号による預託金明細表

を作成するものとし､また､施行規則第６２条の規定による財産目録､貸借対照表及び損益

計算書の提出にあたっては､同条に規定する財務諸表附属明細表として､施行規則別紙様式

第７号による財務諸表附属明細表のほか別紙様式第２号による預託金明細表を添付するも



のとする｡ 

(欠損金補てん積立金) 

第７条 短期財調経理においては､将来の欠損金の補てんに充てるため､毎事業年度末日におい

て､当該事業年度の剰益金を､当該事業年度の運用収入の１００分の１０に相当する金額

(前事業年度以前の積立金をもって積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には､当

該１００分の１０に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補て

ん積立金として積み立てなければならない｡ 

２ 前項の欠損金補てん積立金の取り崩しについては､施行規則第８４第２項の規定を準用

する。 

附 則 

この特例は､昭和５６年６月２０日から適用する｡ 

 

 



別 表

財 　 調 　 経 理 勘 定 科 目 表

資 産 、 負 債 及 び 資 本 勘 定 科 目 （ 貸 借 対 照 表 勘 定 科 目 ）

大 項 目 中 項 目 小 項 目 大 項 目 中 項 目 小 項 目
流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 ・ 預 金 未 払 金

現 金 未 払 費 用

当 座 預 金 預 り 金

普 通 預 金 前 受 収 入

通 知 預 金 前 受 利 息

郵 便 貯 金 仮 受 金

仮 払 金 固 定 負 債

未 収 収 益 預 託 金

未 収 利 息 剰 余 金 （ 欠
損 金 ）

未 収 金
利 益 剰 余 金
又 は 欠 損 金

固 定 資 産 （ △ ）

（ 投 資 そ の 欠 損 金 補 て
他 の 資 産 ） ん 積 立 金 又

は 繰 越 欠 損
長 期 性 預 金 金 （ △ ）

当 期 利 益 金
定 期 預 金 又 は 当 期 損

失 金 （ △ ）
金 銭 信 託

投 資 有 価 証
券

国 債

地 方 債

社 債

株 式

貸 付 信 託

証 券 投 資 信
託

有 価 証 券 信
託

諸 債 権

借 方 貸 方

 



利益及び損失勘定科目（損益計算書勘定科目）

大 項 目 中 項 目 小項目 大 項 目 中 項 目 小 項 目
経 常 費 用 経 常 収 益

（ 事 業 費 用 ） （ 事 業 収 益 ）

交 付 金 特 別 拠 出 金 収
入

共 同 事 業 費 雑 収 入

還 付 金 （ 運 用 収 入 ）

負 担 金 受 取 利 息

有 価 証 券 売 却 預貯金利
損 息

有 価 証 券 評 価 有 価 証 券 利 息
損

償 還 差 益 受 取 配 当 金

雑 費 信 託 収 益

（ 事 業 外 費 用 ）

雑 損 有 価 証 券 売 却
益

特 別 損 失 有 価 証 券 評 価
益

前 期 損 益 修 正 償 還 差 益
損

当 期 利 益 （ 補 助 金 等 収
金 入）

国 庫 補 助 金 収
入

当 期 利 益 金 （ 事 業 外 収 益 ）

雑 益

特 別 利 益

前 期 損 益 修 正
益

当 期 損 失

当 期 損 失 金

借 方 貸 方

 



別紙様式１号

（口座）

　　〔区分　　　　　　〕

年 伝票
月　　日 番号

円 円 円

備考　この台帳は、各共済組合名勘定とすること。

備 考

（

預
託
金
台
帳
）

摘 要 預 入 払 出 残 高

 

 

別紙様式第２号

預　託 金 明 細 表

前 期当 期当 期
繰 越 額増 加 額減 少 額

円 円 円 円

預託組合名 期末残高摘 要

 

 



別紙様式第３号
口座

〔区分〕

年 月 日 摘 要 伝 票 番 号 収 入 支 出 残 高 備 考

備考　この台帳は、各共済組合名勘定とすること。

（

特
別
拠
出
金
収
入
台
帳
）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


